
インフォメーション

　
家
屋
を
取
り
壊
し
た
人
は
、
12

月
27
日
（
金
）
ま
で
に
解
屋
届
出

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
用
紙

は
税
務
課
に
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課

　
市
税
班（
合
志
庁
舎
）

　
☎（
２
４
８
）１
１
１
４

▼
受
給
資
格

　
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
要
介

護
認
定
に
よ
り
、
要
介
護
４
ま
た

は
要
介
護
５
と
認
定
さ
れ
た
在
宅

高
齢
者
を
平
成
25
年
１
月
１
日
か

ら
12
月
31
日
ま
で
に
６
カ
月
以
上

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
人
（
同

居
、
別
居
は
問
い
ま
せ
ん
）
で
、

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人
。

①
受
給
資
格
者
と
在
宅
高
齢
者

が
、
平
成
26
年
１
月
１
日
現
在

本
市
に
居
住
し
、
住
民
基
本
台

帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
人
。

②
受
給
資
格
者
と
在
宅
高
齢
者
の

属
す
る
世
帯
が
、
平
成
26
年
１

月
１
日
現
在
、
市
町
村
民
税
非

課
税
世
帯
で
あ
り
、
過
去
１
年

　
所
得
税
確
定
申
告
や
市
町
村
の

住
民
税
申
告
の
社
会
保
険
料
控
除

を
受
け
る
場
合
に
「
国
民
健
康
保

険
税
納
付
済
通
知
書
」
が
必
要
な

人
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
健
康
づ
く
り
推
進
課
（
西
合
志

庁
舎
）、
泉
ヶ
丘
支
所
、
須
屋
支

所
で
も
発
行
し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

　
税
務
課

　
市
税
班（
合
志
庁
舎
）

　
☎（
２
４
８
）１
１
１
４

　
家
屋
を
取
り
壊
し
た
後
、
法
務

局
へ
の
滅
失
登
記
や
税
務
課
へ
の

解
屋
届
け
を
忘
れ
る
と
、
家
屋
が

な
い
の
に
固
定
資
産
税
が
課
税
さ

れ
ま
す
。

間
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
（
年
間

７
日
以
内
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

の
利
用
を
除
く
）
を
受
け
な

か
っ
た
人
を
介
護
し
て
い
る

人
。

③
受
給
資
格
者
と
在
宅
高
齢
者
の

属
す
る
世
帯
が
生
活
保
護
法
に

よ
る
被
保
護
世
帯
で
な
い
人
。

▼
慰
労
金
の
額

　
月
額
１
万
円
（
年
額
12
万
円
を

限
度
と
し
て
３
月
に
支
給
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　
支
給
申
請
書
、
印
鑑
、
受
給
資

格
者
本
人
の
口
座
が
分
か
る
も
の

▼
申
込
期
間

平
成
26
年
１
月
６
日
（
月
）

〜
31
日
（
金
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
高
齢
者
支
援
課

　

　
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
班

　（
西
合
志
庁
舎
）

　
☎（
２
４
２
）１
１
２
４

▼
受
給
資
格
者

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
種
１
級
ま

た
は
療
育
手
帳
Ａ
１
所
持
者
で
寝

た
き
り
の
人
を
平
成
25
年
１
月
１

日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
６
カ
月

以
上
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
人

（
同
居
・
別
居
は
問
い
ま
せ
ん
）

で
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人
。

①
平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
、
本

市
に
居
住
し
、
住
民
基
本
台
帳

に
記
録
さ
れ
て
い
る
人
。

②
受
給
資
格
者
と
障
が
い
者
の
属

す
る
世
帯
が
平
成
26
年
１
月
１

日
現
在
、
市
町
村
民
税
非
課
税

世
帯
で
あ
っ
て
過
去
１
年
間
障

が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
な

か
っ
た
人
（
年
間
７
日
以
内
の

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用
を
除

く
）
を
介
護
し
て
い
る
人
。

③
在
宅
高
齢
者
家
族
介
護
慰
労
金

の
受
給
資
格
者
で
な
い
人
。

④
生
活
保
護
の
受
給
世
帯
で
な
い

人
。

▼
手
当
の
額

　
月
額
１
万
円
（
年
額
12
万
円
を

限
度
と
し
て
３
月
に
支
給
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　
支
給
申
請
書
、
印
鑑
、
受
給
資

格
者
本
人
の
口
座
が
分
か
る
も
の

▼
申
込
期
間

　
平
成
26
年
１
月
６
日
（
月
）

　
〜
31
日
（
金
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
課

　
障
が
い
福
祉
班

　（
西
合
志
庁
舎
）

　
☎（
２
４
２
）１
１
４
９

▼
対
象

　
市
内
畜
産
農
家
が
生
産
す
る
有

機
質
肥
料
（
堆
肥
）
を
平
成
25
年

１
月
１
日
〜
12
月
31
日
の
期
間
に

購
入
し
た
農
家
な
ど
。

▼
補
助
金
の
額

・
購
入
に
要
し
た
経
費
の
３
分
の

２
以
内

・
１
戸
当
た
り
の
補
助
金
限
度
額

15
万
円

▼
提
出
書
類

　
①
交
付
申
請
書
②
領
収
書
写
し

③
請
求
書
④
有
機
質
肥
料
購
入
施

肥
実
施
報
告
書
（
①
③
④
の
様
式

は
農
政
課
に
あ
り
ま
す
）
購
入
し

た
分
を
一
括
し
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
申
込
期
間

　

平
成
26
年
１
月
６
日
（
月
）

〜
31
日
（
金
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
農
政
課

　
農
政
班

　（
合
志
庁
舎
）

　
☎（
２
４
８
）１
４
４
５

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

お
知
ら
せ

・
個
人
や
会
社
の
場
合

　
７
０
０
万
円

・
協
同
組
合
の
場
合

　
１
、０
０
０
万
円

▼
融
資
利
率
の
限
度
額
　
８
％

▼
申
請
窓
口

　
市
商
工
会
（
本
所
）

　
☎（
２
４
２
）０
７
３
３

※
商
工
会
加
盟
の
有
無
は
問
い
ま

せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
商
工
振
興
課
（
合
志
庁
舎
）

　
☎（
２
４
８
）１
１
１
５

 

　
地
域
の
社
会
的
課
題
解
決
に
積

極
的
に
取
り
組
む
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

な
ど
の
非
営
利
団
体
の
事
業
を
対

象
に
、
資
金
を
助
成
し
ま
す
。
詳

細
は
同
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
応
募
資
格

　
合
志
市
・
菊
陽
町
・
大
津
町
で
、

次
の
活
動
を
行
な
う
、
ま
た
は
行

な
お
う
と
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど

の
非
営
利
団
体

・
保
健
、
医
療
、
福
祉
の
増
進
を

図
る
活
動

・
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
活

動
・
環
境
の
保
全
を
図
る
活
動

・
地
域
安
全
活
動

　
中
小
企
業
者
の
店
舗
な
ど
の
設

備
の
近
代
化
を
促
進
す
る
た
め
、

設
備
資
金
の
融
資
を
受
け
た
場

合
、
利
子
を
補
給
し
ま
す
。

▼
対
象

　
市
内
に
在
住
し
市
内
で
引
き
続

き
３
年
以
上
営
業
す
る
人
で
、
従

業
員
の
数
が
20
人
以
下
の
個
人
や

法
人

▼
対
象
と
な
る
設
備
投
資

・
店
舗
の
新
築
、
増
築
、
改
装

・
個
人
や
共
同
の
店
舗
客
専
用
駐

車
場
・
公
害
防
止
施
設

・
業
務
に
関
す
る
備
品

▼
利
子
補
給
金
・
支
給
期
間

　
毎
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
に
支
払
っ
た
利
子
額
（
延
滞

利
子
は
除
く
）
の
５
割
以
内
と
し
、

利
子
補
給
期
間
は
、
そ
の
事
由
が

発
生
し
た
日
か
ら
36
カ
月
以
内
。

※
市
内
中
小
企
業
者
を
利
用
し
た

設
備
投
資
の
場
合
は
利
子
の
10

割
を
利
子
補
給
金
と
す
る
。

▼
対
象
と
な
る
金
融
機
関

　
政
府
系
金
融
機
関
、
肥
後
銀
行
、

熊
本
銀
行
、
熊
本
信
用
金
庫
、
熊

本
第
一
信
用
金
庫
、
熊
本
中
央
信

用
金
庫
、
熊
本
県
信
用
組
合
、
熊

本
県
商
工
業
経
営
安
定
事
業
協
同

組
合

▼
融
資
限
度
額

▼
助
成
対
象

　
既
存
事
業
を
改
善
・
発
展
さ
せ

る
た
め
の
資
金
、
新
規
事
業
資
金

の
全
部
ま
た
は
一
部
を
助
成

▼
助
成
金

　
最
高
30
万
円
／
件

　（
２
〜
３
件
）

▼
募
集
期
限
　

　
12
月
20
日
（
金
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
九
州

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
支
援
事
業
事
務
局

　
☎（
３
４
９
）５
５
０
０

　
12
月
31
日
現
在
で
平
成
25
年
工

業
統
計
調
査
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

12
月
か
ら
平
成
26
年
１
月
に
か
け

て
製
造
事
業
所
に
担
当
調
査
員
が

伺
い
ま
す
。
調
査
票
の
内
容
は
統

計
法
に
基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ

ま
す
。
調
査
へ
の
ご
協
力
と
正
確

な
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
課
（
合
志
庁
舎
）

　
☎（
２
４
８
）１
８
１
３

中
小
企
業
者
店
舗
等
近
代
化

融
資
金
利
子
補
給

有
機
質
肥
料
促
進
事
業
補
助
金

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
九
州 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
支
援
事
業

工
業
統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

国
民
健
康
保
険
税

納
付
済
通
知
書
の
発
行

家
屋
を
取
り
壊
し
た
時
は

届
け
出
を

在
宅
高
齢
者
家
族

介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す

在
宅
身
体
障
害
者
等

介
護
者
手
当
を
支
給
し
ま
す工業統計キャラクター

コウちゃん

日常生活用具の給付を行なっています

　重度の障がいのある人の日常生活を過ごしやすくする
ために、自立生活支援用具などの日常生活用具を給付し
ています。

・購入前に申請が必要です。原則、購入費の１割を利用
者が負担することになります。

・用具ごとに障がい内容や年齢などの対象要件と基準額
があります。詳しくはお問い合わせください。

●問い合わせ先
　福祉課　障がい福祉班（西合志庁舎）
　☎２４２－１１４９

日常生活用具の種類

介 護・ 訓 練 支 援 用 具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッ
ドなど

自 立 生 活 支 援 用 具 入浴補助用具、便器、歩行支援用具（移動・移乗支援用具）、頭部保護帽、特殊便器、自動消火器、
電磁調理器、聴覚障がい者用屋内信号装置など

在 宅 療 養 等 支 援 用 具 透析液加温器、ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計（音声式）、
盲人用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）、人工内耳体外装置など

情報・意志疎通支援用具

携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、人工内耳用電池、点字タ
イプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚
障がい者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人
工喉頭など

排 泄 管 理 支 援 用 具 ストマ装具、紙おむつなど


